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 地方自治法第１９９条第１項及び第５項の規定による随時監査（工事監査）を執

行しましたので，同条第９項の規定により，当該結果を公表します。 
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随時監査（工事監査）の結果 

 

１ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項及び第５項の規定による随時監査（工事監査） 

 

２ 監査の期間 

令和６年１１月２５日から令和７年２月２５日まで 

 

３ 監査の対象（所管課） 

坪内小学校校舎耐震補強工事（土木部営繕課，教育部学校施設課） 

 

４ 監査の着眼点 

監査に当たっては，監査の対象とした工事が，計画・設計，積算，施工等の各段階

において，技術的な側面から適正に行われているかという合規性に主眼を置いて，令

和６年度工事監査実施計画に基づき監査した。 

 

５ 監査の実施内容 

あらかじめ提出を求めた監査資料等に基づき，関係書類，諸帳簿等を調査するとと

もに，関係職員等から説明を聴取するなどの方法により，呉市監査基準に準拠して実

施した。 

なお，設計書及び工事関係書類についての審査並びに工事場所での実地監査を公益

社団法人大阪技術振興協会へ委託して実施した。 

 

６ 監査の結果 

１から５まで記載のとおり監査した限りにおいて，監査の対象となった事務は，重

要な点において法令に適合し，正確に行われ，最少の経費で最大の効果を上げるよう

になされていると認めた。 


